
（
対
田
四
回
・
副
大
臣
・
政
務
官
）

十
月
十
一
日
（
火
）
衆
・
法
務
委

二
も
と
よ
り
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
担
う
使
命
と

一
最
高
裁
判
所
裁
判
官
に
つ
き
ま
し
て
は
、
広
く
各

追
加

件
も
複
雑
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
最
高
裁
判
所

責
任
が
極
め
て
重
い
こ
と
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な

す
の
で
、
退
職
手
当
に
つ
い
て
も
、
他
の
国
家
公
務

方
面
か
ら
識
見
の
高
い
人
材
を
得
る
必
要
が
あ
り
、

す
る
も
の
で
す
。

例
法
」
に
よ
り
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

員
と
は
別
に
、
「
最
高
裁
判
所
裁
判
官
退
職
手
当
特

そ
の
地
位
や
役
割
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
が
不
可
欠
で

を
進
め
ら
れ
た
結
果
を
受
け
て
、
改
正
を
行
お
う
と

い

今
回
の
法
案
提
出
は
ぐ
裁
判
所
に
お
か
れ
て
検
討

と
こ
ろ
で
あ
り
、
社
会
状
況
の
変
化
に
伴
い
、
事

◆

一

問
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
退
職
手
当
に

つ
い
て
は
、
今
後
と
も
見
直
し
が
不
可

欠
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
今
後
ど
の
よ

う
に
見
直
し
を
行
っ
て
い
く
の
か
、
法

務
大
臣
に
問
う
。

司
法
法
制
部
作
成

吉
野
正
芳
議
員
（
自
民
）

1仁

3



答
弁
等
責
任
者

司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
長
井
上
宏

連
絡
先
役
所
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

自
宅
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

役
所
自
宅

裁
判
官
の
役
割
は
、
今
度
と
も
、
重
要
な
も
の
と
考

向
を
十
分
に
尊
重
し
た
上
で
、
必
要
な
検
討
を
行
っ

て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

え
て
お
り
ま
す
。

の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
、
裁
判
所
の
意

最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
退
職
手
当
を
含
め
た
処
遇

携
帯

，

2



少

(対法務当局） 司法法制部

平成17年10月1 1日(火） 衆・法務委員会

稲田朋美議員（自民）

1問今回，国家公務員一般の退職手当制度の見直しに伴って，最高

裁判所裁判官退職手当特例法を引き下げることは,最高裁判所の

役割を軽視することにならないか。法務当局に問う。

（答）

1 最高裁判所裁判官については，広く各方面から識見の高い人材を得る

必要があり，その地位や役割にふさわしい処遇が不可欠であるので，退

職手当についても，他の国家公務員とは別に， 「最高裁判所裁判官退職

手当特例法」により定めているところである（注1） 。

今回の法案はこの最高裁判所裁判官の退職手当に関する特例の見直

しを行おうとするものである。

2今回の法案提出は，裁判所におかれて，今般，政府が国家公務員の退

職手当制度を見直す（注2）ことに合わせ，

国の財政状況等を踏まえて検討された結果

童職手当を巡る状況べ

最高裁判所裁判官の退職手

当との結論に至ったことを受けたものである。

3 もとより，最高裁判所裁判官の担う使命と責任は極めて重いものであ

り，社会状況の変化に伴い，事件も複雑化するなど，最高裁判所裁判官

の役割は，今度とも，重要なものと認識している。

今回の法改正は，裁判所における検討の結果を尊重したものであり，

最高裁判所の地位や役割を軽んずるようなものではない。

(注1）

国家公務員退職手当法の特例として＃最高裁判所裁判官退職手当特例法がある。

同法では，退職手当額の算定の基礎となるいわゆる支給率について，勤続年数
の長短及び退職理由にかかわりなく，最高裁判所裁判官としての在職期間一年に

-1-



■

ついて報酬月額の百分の六百五十と規定されている。今回の改正法案は，その支
給率を百分の二百四十に引き下げるものである（改正前の四割弱の支給割合) 。
なお，支給率の算定に当たっては，最高裁判所裁判官の退職手当が功績報償と
しiう性格も持つこから,勤続期間一月につき報酬月額の二割,すなわち一年につ
き報酬月額の百分の二百四十を支給率とすることが妥当であると裁判所が判断さ
れたと承知している。

(注2）

今国会に，在職期間中の貢献度をより的確に反映できる制度への構造見直しを
内容とする「国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案」が提出されている。

－2－



ぐ

▲

（
対
閃
旧
甲
副
大
臣
・
政
務
官
）
司
法
法
制
部
作
成

十
月
十
一
日
（
火
）
衆
・
法
務
委
近
江
屋
信
広
議
員
（
自
民
）

（
注
）
今
回
の
裁
判
所
関
係
の
法
案
（
裁
判
官
報
酬
法
の
一

判
洲
如
雌
瀬
＃
一
駁
鴫
澗
側
研
鰄
判
媚
服
珊
拝
哨
鵬
Ⅷ
雛
伽
や

（
鐘
巨
）

進
め
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

裁
判
所
の
意
向
を
十
分
に
尊
重
し
た
上
で
へ
検
討
を

結
果
を
受
け
て
、
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
す
。

い

今
後
と
も
、
裁
判
所
関
係
の
法
案
に
つ
い
て
は
、

ず
れ
も
、
裁
判
所
に
お
い
て
検
討
を
進
め
ら
れ
た

今
回
の
裁
判
所
関
係
の
法
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、

1



●

答
弁
等
連
絡
責
任
者

司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
長
井
上
宏

連
絡
先
役
所
画
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

役
所

官
会
議
で
の
議
決
を
経
て
、
最
高
裁
判
所
か
ら
、
当
省

対
し
、
立
法
依
頼
が
な
さ
れ
て
い
る
。

自
宅
携
帯

伊

に

2



八

（
対
閃
圃
早
副
大
臣
・
政
務
官
）
司
法
法
制
部
作
成

十
月
十
一
日
（
火
）
衆
・
法
務
委
近
江
屋
信
広
議
員
（
自
民
）

｜
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
（
平
成
十
三
年
六
月

へ

答
…

基
盤
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た

庁
職
員
の
適
正
な
増
加
を
含
む
司
法
を
支
え
る
人
的

書
記
官
等
の
裁
判
所
職
員
、
検
察
事
務
官
等
の
検
察

め
、
各
種
の
制
度
改
革
の
進
展
や
社
会
の
法
的
需
要

中
で
、
裁
判
官
、
検
察
官
の
大
幅
な
増
員
や
裁
判
所

計
画
（
平
成
十
四
年
三
月
十
九
日
閣
議
決
定
）
に
お

十
二
日
）
を
踏
ま
え
た
政
府
の
司
法
制
度
改
革
推
進

い

て
、
「
全
体
と
し
て
の
法
曹
人
口
の
増
加
を
図
る

IF

'そ一
脚



ロ

｡

二
法
務
省
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
司
法
制
度
改
革
の

（
注
）
裁
判
所
・
検
察
庁
の
体
制
に
つ
い
て

す
べ
て
の
司
法
権
は
、
最
高
裁
判
所
及
び
法
律
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
す
る
下
級
裁
判
所
に
属
す
る
と
さ

れ
（
憲
法
第
七
十
六
条
第
一
項
）
、
下
級
裁
判
所
と
し
て
、

高
等
裁
判
所
、
地
方
裁
判
所
、
家
庭
裁
判
所
及
び
簡
易
裁

判
所
が
設
置
さ
れ
て
い
る
（
裁
判
所
法
第
二
条
第
一
項
）
・

最
高
裁
判
所
は
、
最
高
裁
判
所
長
官
と
十
四
名
の
最
高

裁
判
所
判
事
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
（
裁
判
所
法
第
五
条
）
・

高
等
裁
判
所
は
、
全
国
に
本
庁
八
庁
（
東
京
、
大
阪
、
名

古
屋
、
広
島
、
福
岡
、
仙
台
、
札
幌
及
び
高
松
に
所
在
）
、

進
捗
状
況
や
そ
の
時
々
に
お
け
る
事
件
数
、
社
会
の

需
要
な
ど
を
踏
ま
え
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
ま

活
用
し
つ
つ
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。
」
と
さ
れ

り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
制
度
等
を
効
率
的
に

て
お
り
ま
す
。

い

2



◆

検
察
庁
に
つ
い
て
は
、
検
察
庁
法
に
基
づ
き
、
最
高
検

察
庁
が
最
高
裁
判
所
に
、
高
等
検
察
庁
が
各
高
等
裁
判
所

に
、
地
方
検
察
庁
が
各
地
方
裁
判
所
に
、
区
検
察
庁
が
各

簡
易
裁
判
所
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
置
か
れ
て
い
る
・

平
成
十
七
年
度
の
検
察
官
の
定
員
は
二
千
四
百
四
十
七

人
で
あ
る
。

人
で
あ
る

支
部
六
庁
及
び
知
的
財
産
高
等
裁
判
所
が
あ
り
、
地
方
裁

判
所
は
、
本
庁
五
十
庁
（
北
海
道
に
四
庁
あ
る
ほ
か
は
、

各
県
庁
所
在
地
に
所
在
）
、
支
部
二
百
三
庁
が
あ
り
、
家

庭
裁
判
所
は
、
本
庁
五
十
庁
、
支
部
二
百
三
庁
、
出
張
所

七
十
七
庁
が
あ
り
、
簡
易
裁
判
所
は
、
四
百
三
十
八
庁
あ

る
。

平
成
十
七
年
度
の
裁
判
官
の
定
員
は
三
千
二
百
六
十
六

◎

3



◆

答
弁
等
連
絡

司
法
法
制

連
絡
先

責
任
者

部
司
法
法
制
課
長

井
上

宏

4



0

（
対
閃
圓
・
副
大
臣
・
政
務
官
）

十
月
十
一
日
（
火
）
衆
。
法
務
委

一
法
務
省
は
、
憲
法
の
解
釈
一
般
に
つ
い
て
政
府
を

へ

答
一

当
に
つ
き
ま
し
て
は
、
憲
法
上
の
問
題
は
生
じ
な

も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

す
。 対
す
る
反
対
給
付
、
す
な
わ
ち
公
務
員
の
基
本
給
た

代
表
し
て
見
解
を
述
べ
る
立
場
に
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の

る
俸
給
と
同
じ
意
味
で
あ
る
と
理
解
し
て
お
り
ま

で
い
う
「
報
酬
」
と
い
う
の
は
、
裁
判
官
の
職
務
に

で
き
な
い
。
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
が

で
「
報
酬
は
、
在
任
中
、
こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が

で
へ
当
省
な
り
の
考
え
方
を
申
し
上
げ
ま
す
。

■■■■■■

■■■■■■■

憲
法
第
七
十
九
条
第
六
項
及
び
第
八
十
条
第
二
項

し
た
が
っ
て
へ
報
酬
以
外
の
手
当
で
あ
る
退
職
手

間
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
退
職
手
当
を
減
額

す
る
こ
と
は
、
憲
法
の
規
定
に
違
反
す
る
の

で
は
な
い
か
へ
法
務
大
臣
に
問
う
。

司
法
法
制
部
作
成

石
関
貴
史
議
員
（
民
主
）

、

一
」
一
」い

1

‐

別



●

憲
法
第
七
十
九
条
第
六
項
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
へ
す
べ
て

定
期
に
相
当
額
の
報
酬
を
受
け
る
。
こ
の
報
酬
は
、
在
任

中
、
こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
・

第
八
十
条
第
二
項
下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
す
べ
て
定

期
に
相
当
額
の
報
酬
を
受
け
る
。
こ
の
報
酬
は
、
在
任
中
、

こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

○
資
料
第
百
四
十
六
回
国
会
・
衆
議
院
法
務
委
員
会

（
平
成
十
一
年
十
一
月
十
七
日
）
法
務
大
臣
答
弁

（
抜
粋
）

答
弁
連
絡
責
任
者

司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
長
井
上
宏

連
絡
先
役
所
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

連
絡
先
役
所

（
参
考
）

自
宅
携
帯

2



〃

○第146回国会・衆議院法務委員会（平成1 1年1 1月17日）

法務大臣答弁（抜粋）

｢憲法79条の6項、そして80条の2項、それに言う報酬というのは、裁判官

の職務に対する反対給付､すなわち公務員の基本給たる俸給と同じ意味である、

こういうふうに思います。各種の手当とは明確に区別されたものであると私は

理解をいたしておりますbしたがいまして、報酬以外の給与である期末手当等

につきましては、憲法上の減額禁止の保障は及ばないと考えております｡」

、



P

（
対
間
間
回
・
副
大
臣
・
政
務
官
）

十
月
十
一
日
（
火
）
衆
・
法
務
委

二
も
と
よ
り
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
担
う
使
命
と

一
最
高
裁
判
所
裁
判
官
に
っ
き
ま
し
て
は
へ
広
く
各

へ

答
一

件
も
複
雑
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
最
高
裁
判
所

す
の
で
、
退
職
手
当
に
つ
い
て
も
、
他
の
国
家
公
務

責
任
が
極
め
て
重
い
こ
と
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な

例
法
」
に
よ
り
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
（
注
一
）
。

方
面
か
ら
識
見
の
高
い
人
材
を
得
る
必
要
が
あ
り
、

員
と
は
別
に
、
「
最
高
裁
判
所
裁
判
官
退
職
手
当
特

す
る
も
の
で
す
（
注
二
）
。

を
進
め
ら
れ
た
結
果
を
受
け
て
、
改
正
を
行
お
う
と

そ
の
地
位
や
役
割
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
が
不
可
欠
で

い

今
回
の
法
案
提
出
は
、
裁
判
所
に
お
か
れ
て
検
討

と
こ
ろ
で
あ
り
、
社
会
状
況
の
変
化
に
伴
い
、
事

司
法
法
制
部
作
成

石
関
貴
史
議
員
（
民
主
）

雪附

篭一一一1

、



や

（
注
一
）
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
特
例
と
し
て
、
最
高

裁
判
所
裁
判
官
退
職
手
当
特
例
法
が
あ
る
。

同
法
で
は
、
退
職
手
当
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
い
わ

ゆ
る
支
給
率
に
つ
い
て
、
勤
続
年
数
の
長
短
及
び
退
職
理

由
に
か
か
わ
り
な
く
《
最
高
裁
判
所
裁
判
官
と
し
て
の
在

職
期
間
一
年
に
つ
い
て
報
酬
月
額
の
百
分
の
六
百
五
十
と

規
定
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
改
正
法
案
は
、
そ
の
支
給
率

を
百
分
の
二
百
四
十
に
引
き
下
げ
る
も
の
で
あ
る
（
改
正

前
の
四
割
弱
の
支
給
割
合
）
。

な
お
鶴
支
給
率
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
最
高
裁
判
所

裁
判
官
の
退
職
手
当
の
性
質
等
に
か
ん
が
み
、
勤
続
期
間

裁
判
官
の
役
割
は
、
今
度
と
も
へ
重
要
な
も
の
と
考

向
を
十
分
に
尊
重
し
た
上
で
、
必
要
な
検
討
を
行
っ

え
て
お
り
ま
す
。

て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
、
裁
判
所
の
意

最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
退
職
手
当
を
含
め
た
処
遇

●
、

2



●

答
弁
等
責
任
者

（
注
二
）
今
回
の
法
改
正
に
当
た
っ
て
は
、
九
月
二
十
八
日
、

裁
判
官
会
議
で
の
議
決
を
経
て
、
最
高
裁
判
所
か
ら
、
法

務
省
に
対
し
、
立
法
の
依
頼
が
な
さ
れ
て
い
る
。

司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
長
井
上
宏

連
絡
先
役
所
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

役
所

一
月
に
つ
き
報
酬
月
額
の
二
割
、
す
な
わ
ち
一
年
に
つ
き

報
酬
月
額
の
百
分
の
二
百
四
十
を
支
給
率
と
す
る
こ
と
が

妥
当
で
あ
る
と
裁
判
所
が
判
断
さ
れ
た
と
承
知
し
て
い
る
。

自
宅
携
帯

3



0

（
対
固
凹
圓
・
副
大
臣
・
政
務
官
）

十
月
十
一
日
（
火
）
衆
・
法
務
委

｜
法
務
省
は
、
憲
法
の
解
釈
一
般
に
つ
い
て
政
府
を

（
答
）

想
定
五
問
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
退
職
手
当
を

減
額
す
る
こ
と
は
、
憲
法
の
規
定
に
違

反
す
る
の
で
は
な
い
か
、
法
務
大
臣
に

問
う
。

代
表
し
て
見
解
を
述
べ
る
立
場
に
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の

当
に
つ
き
ま
し
て
は
へ
憲
法
上
の
問
題
は
生
じ
な

す
。 対
す
る
反
対
給
付
、
す
な
わ
ち
公
務
員
の
基
本
給
た

る
俸
給
と
同
じ
意
味
で
あ
る
と
理
解
し
て
お
り
ま

で
、
当
省
な
り
の
考
え
方
を
申
し
上
げ
ま
す
。

で
き
な
い
。
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
が

で
「
報
酬
は
、
在
任
中
、
こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が

で
い
う
「
報
酬
」
と
い
う
の
は
、
裁
判
官
の
職
務
に

憲
法
第
七
十
九
条
第
六
項
及
び
第
八
十
条
第
二
項

し
た
が
っ
て
、
報
酬
以
外
の
手
当
で
あ
る
退
職
手

司
法
法
制
部
作
成

高
山
智
司
議
員
（
民
主
）

、

一
」
一
」い

1冬一一



●

答
弁
連
絡
責
任
者

司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
長
井
上
宏

連
絡
先
役
所
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

役
所

第
七
十
九
条
第
六
項
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
す
べ
て

定
期
に
相
当
額
の
報
酬
を
受
け
る
。
こ
の
報
酬
は
、
在
任

中
へ
こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
八
十
条
第
二
項
下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
す
べ
て
定

期
に
相
当
額
の
報
酬
を
受
け
る
。
こ
の
報
酬
は
、
在
任
中
、

こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

○
資
料
第
百
四
十
六
回
国
会
・
衆
議
院
法
務
委
員
会

（
平
成
十
一
年
十
一
月
十
七
日
）
法
務
大
臣
答
弁

（
抜
粋
）

憲
法

も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
参
考
）

自
宅
携
帯
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ひ

○第146回国会・衆議院法務委員会（平成1 1年1 1月17日）

法務大臣答弁（抜粋）

｢憲法79条の6項、そして80条の2項、それに言う報酬というのは、裁判官

の職務に対する反対給付､すなわち公務員の基本給たる俸給と同じ意味である、

こういうふうに思います。各種の手当とは明確に区別されたものであると私は

理解をいたしております。したがいまして、報酬以外の給与である期末手当等

につきましては、憲法上の減額禁止の保障は及ばないと考えております｡』



（
対
閃
圓
・
副
大
臣
・
政
務
官
）

十
月
十
一
日
（
火
）
衆
・
法
務
委

二
も
と
よ
り
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
担
う
使
命
と

｜
最
高
裁
判
所
裁
判
官
に
つ
き
ま
し
て
は
、
広
く
各

へ

答
一

員
と
は
別
に
、
「
最
高
裁
判
所
裁
判
官
退
職
手
当
特

件
も
複
雑
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
最
高
裁
判
所

想
定

責
任
が
極
め
て
重
い
こ
と
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な

す
る
も
の
で
す
（
注
二
）
。

す
の
で
、
退
職
手
当
に
つ
い
て
も
、
他
の
国
家
公
務

を
進
め
ら
れ
た
結
果
を
受
け
て
、
改
正
を
行
お
う
と

例
法
」
に
よ
り
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
（
注
一
）
。

方
面
か
ら
識
見
の
高
い
人
材
を
得
る
必
要
が
あ
り
、

そ
の
地
位
や
役
割
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
が
不
可
欠
で

い

今
回
の
法
案
提
出
は
、
裁
判
所
に
お
か
れ
て
検
討

と
こ
ろ
で
あ
り
、
社
会
状
況
の
変
化
に
伴
い
、
事

一
八

間
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
退
職
手
当
の

あ
り
方
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え

る
か
、
法
務
大
臣
に
問
う
。 司

法
法
制
部
作
成

高
山
智
司
議
員
（
民
主
）

冬一一一1



●

（
注
一
）
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
特
例
と
し
て
、
最
高

裁
判
所
裁
判
官
退
職
手
当
特
例
法
が
あ
る
。

同
法
で
は
、
退
職
手
当
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
い
わ

ゆ
る
支
給
率
に
つ
い
て
、
勤
続
年
数
の
長
短
及
び
退
職
理

由
に
か
か
わ
り
な
く
へ
最
高
裁
判
所
裁
判
官
と
し
て
の
在

職
期
間
一
年
に
つ
い
て
報
酬
月
額
の
百
分
の
六
百
五
十
と

規
定
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
改
正
法
案
は
、
そ
の
支
給
率

を
百
分
の
二
百
四
十
に
引
き
下
げ
る
も
の
で
あ
る
（
改
正

前
の
四
割
弱
の
支
給
割
合
）
。

な
お
、
支
給
率
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
最
高
裁
判
所

裁
判
官
の
退
職
手
当
の
性
質
等
に
か
ん
が
み
、
勤
続
期
間

裁
判
官
の
役
割
は
、
今
度
と
も
、
重
要
な
も
の
と
考

向
を
十
分
に
尊
重
し
た
上
で
、
必
要
な
検
討
を
行
っ

え
て
お
り
ま
す
。

て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
、
裁
判
所
の
意

最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
退
職
手
当
を
含
め
た
処
遇
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分

答
弁
等
責
任
者

（
注
二
）
今
回
の
法
改
正
に
当
た
っ
て
は
、
九
月
二
十
八
日
、

裁
判
官
会
議
で
の
議
決
を
経
て
、
最
高
裁
判
所
か
ら
、
法

務
省
に
対
し
、
立
法
の
依
頼
が
な
さ
れ
て
い
る
。

司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
長
井
上
宏

連
絡
先
役
所
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

役
所

一
月
に
つ
き
報
酬
月
額
の
二
割
、
す
な
わ
ち
一
年
に
つ
き

報
酬
月
額
の
百
分
の
二
百
四
十
を
支
給
率
と
す
る
こ
と
が

妥
当
で
あ
る
と
裁
判
所
が
判
断
さ
れ
た
と
承
知
し
て
い
る
。

自
宅
携
帯

3



↓

(対法務当局） 司法法制部

平成17年10月1 1日（火） 衆・法務委員会
p

保坂展人議員（社民）

5問最高裁判所裁判官の退職金を3分の1にしたことで危倶される

ことや不都合はないのか，法務当局に問う。

(答）

1最高裁判所裁判官については§広く各方面から識見の高い人材を得る

必要があり,その地位や役割にふさわしい処遇が不可欠であるので,退

職手当についても，他の国家公務員とは別に， 「最高裁判所裁判官退職
手当特例法」により定めているところ(注1）。

2今回の法案提出は,裁判所におかれて，今般，政府が国家公務員の退

職手当制度を見直すことに合わせ，広く退職手当を巡る状況や，国の財

政状況等を踏まえて検討された結果，最高裁判所裁判官の退職手当の特

例についても，見直しを行うことが相当との結論に至ったことを受けた

ものであり (注2) ,不都合が生じるとは考えていない。

3 もとより，最高裁判所裁判官の担う使命と責任が極めて重いことは改

めていうまでもないところであり，社会状況の変化に伴い，事件も複雑

になっているので，最高裁判所裁判官の役割は，今度とも，重要なもの

と考えている。

(注1）国家公務員退職手当法の特例として，最高裁判所裁判官退職手当特例法があ
る。

同法では，退職手当額の算定の基礎となるいわゆる支給率について，勤続年数の
長短及び退職理由にかかわりなく，最高裁判所裁判官としての在職期間一年につい
て報酬月額の100分の650と規定されている。今回の改正法案は,その支給率
を10，0分の240に引き下げるものである（改正前の四割弱の支給割合）。
なお,支給率の算定に当たっては，最高裁判所裁判官の退職手当の性質等に．かん
がみ§勤続期間一月につき報酬月額の二割,すなわち一年につき報酬月額の100
分の240を支給率とすることが妥当であると裁判所が判断されたと承知している。

- 1 -



(注2）今回の法改正に当たっては， 9月28日，裁判官会議での議決を経て，最高

裁判所から，法務省に対し，立法の依頼がなされている。

更問1 今回の法改正により，適切な人材を最高裁判所裁判官に選任

することが困難になるのではないか。

(答）

今回の法案提出は，裁判所におかれて先に述べた検討を進められた結

果を受けて,改正を行おうとするものであり，適切な人材を最高裁判所

裁判官に選任することが困難になるとは考えていない。

更問2今回の法改正により，最高裁判所裁判官の地位や役割が低下

することになるのではないか。

』

(答）

最高裁判所裁判官の担う使命と責任が極めて重いことは，改めていう

までもないところであり，今回の法改正により，最高裁判所裁判官の地

位や役割の重要性が減ぜられるようなことは一切ないものと考える。

－2－


